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乗合バス事業者に文書警告

平成２３年１０月１３日、岐阜市茜部菱野の交差点において重傷事故を惹起した岐阜
乗合自動車株式会社柿ヶ瀬営業所に対し、平成２３年１１月２２日に岐阜運輸支局が巡
回監査を実施した結果、道路運送法等に違反する事実が確認されたことから、当該事業
者に対し警告書を交付したのでお知らせします。

記

１ 警告書を交付した日時及び交付場所
平成２４年２月８日（水）午前１０時
中部運輸局岐阜運輸支局
岐阜市日置江２６４８－１

２ 事業者及び営業所
事業者名：岐阜乗合自動車株式会社
住 所：岐阜市九重町４丁目２０番地
営 業 所：柿ヶ瀬営業所（岐阜市南柿ヶ瀬３９番地の１）

３ 行政処分内容
文書警告

４ 違反内容及び違反条項
主として運行する路線の状態及びこれに対処することができる運転技術並びに
法令に定める自動車の運転に関する事項について、運転者に対する指導監督が
不適切であった。
（道路運送法第２７条第１項）
（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）
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